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九州大学受託実習生受入規程

平成１６年度九大規程第９５号

制 定：平成１６年 ４月 １日

最終改正：令和 ２年１１月３０日

（令和２年度九大規程第３２号）

（趣旨）

第１条 この規程は、九州大学病院（以下「病院」という。）において、医療技術者等（第４条

第１項の表の左欄に掲げる職種の者をいう。）を養成する学校（九州大学を除く。）若しくは

養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等（以下「養成機関等」という。）の長の委託によ

り、当該養成機関等の学生、生徒等を受託実習生（病院において実習を受ける者をいう。以下

同じ。）として受け入れる場合の手続、実習料等について必要な事項を定めるものとする。

（申請）

第２条 養成機関等の長は、学生、生徒等の実習を病院に委託しようとするときは、次に掲げる

書類を添えて九州大学病院長（以下「病院長」という。）に申請しなければならない。

(1) 所定の受託実習生受入れ申請書

(2) 履歴書

(3) 健康診断書

２ 前項の書類は、実習開始の日の１月前までに提出しなければならない。

（受入れの許可）

第３条 病院長は、前条の規定による申請があった場合は、病院の業務に支障がなく、かつ、受

入れを適当と認めるときに限り、これを許可をするものとする。

２ 病院長は、前項の許可をしたときは、所定の受託実習生受入許可書を交付する。

３ 実習期間については、受入れを許可する日の属する事業年度を超えることはできない。

（受託実習料）

第４条 受託実習料は、受託実習生１人につき、養成する職種ごとに、次の表に定める額とし、

実習の期間に応じ、その全額を受入れの許可をした後直ちに養成機関等の長から徴収するもの

とする。ただし、国立の養成機関等において、他の国立の養成機関等からの受託実習生の受入

れに関し、受託実習料を徴収しない場合（相互不徴収の定めがある場合を含む。）は、当該国

立の養成機関等に所属する受託実習生に係る受託実習料は徴収しない。

養成する職種 単位 金 額（円）

薬剤師 １週 ３８，０００

看護師・保健師・助産 １日 １，３００

師（別府病院で養成す

るものを除く。）

看護師（別府病院で養 １日 １，２００

成するものに限る。）

臨床検査技師 １日 １，０００

診療放射線技師 １日 ２，３００

理学療法士 １日 ２，０００

作業療法士 １日 ２，０００
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視能訓練士 １日 ２，２００

栄養士 １日 １，０００

臨床工学技士 １日 １，４００

救急救命士 ８時間 ３，９００

歯科衛生士 １日 １，１００

言語聴覚士 １日 ２，０００

臨床心理士 １日 １，０００

社会福祉士（別府病院 １日 ２，０００

で養成するものを除

く。）

社会福祉士（別府病院 １日 １，７００

で養成するものに限

る。）

診療情報管理士 １日 １，０００

２ 前項の表の週を単位とする実習において許可した実習期間に週未満の日数が生じた場合の当

該日数の受託実習料の金額は、当該週の金額を５で除した額に当該日数を乗じた額とする。

３ 第１項の規定にかかわらず、受託実習料に関し、養成機関等から同項の表の金額より高額の

申出があるときは、当該申出の金額をもって受託実習料の額とすることができる。

４ 第１項本文の規定にかかわらず、病院長が認めたときは、受託実習料を実習期間終了後に徴

収することができる。

５ 既納の受託実習料は、還付しない。

（受託実習生の責務)

第５条 受託実習生は、本学の諸規則を遵守しなければならない。

２ 受託実習生は、病院長の指示に基づき実習を行うものとする。

（受入れの許可の取消し等)

第６条 受託実習生が前条の規定に違反し、又は受託実習生としてふさわしくない行為があった

ときは、病院長は、当該受託実習生の実習を停止させ、又は受入れの許可を取り消すものとす

る。

（雑則）

第７条 この規程に定めるもののほか、受託実習生の受入れに関し必要な事項は、病院長が別に

定める。

附 則

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年度九大規程第６４号）

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規程第１２６号）

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規程第８６号）

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。
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附 則（平成２１年度九大規程第９２号）

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年度九大規程第２４号）

この規程は、平成２２年７月２９日から施行する。

附 則（平成２２年度九大規程第１６１号）

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規程第７４号）

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年度九大規程第１３７号）

この規程は、平成２６年４月１日から施行する。

附 則（平成３０年度九大規程第６０号）

この規程は、平成３０年１１月１日から施行する。

附 則（令和元年度九大規程第４号）

この規程は、令和元年５月７日から施行する。

附 則（令和元年度九大規程第６０号）

この規程は、令和元年１０月１日から施行する。

附 則（令和元年度九大規程第１３２号）

この規程は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和２年度九大規程第３２号）

この規程は、令和３年４月１日から施行する。


